【別紙１】
長柄町公立学校情報機器整備事業計画
長柄町教育委員会
１　端末整備・更新計画
（1） 端末整備予定数  ※ ④ ＋ ⑦の合計は ➁ の数字以下であること、⑦ = ④ｘ0.15（注：端数切捨て）
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	令和７年度
	令和８年度
	令和９年度
	令和１０年度

	1  児童生徒数
(5/1付人数で確認)
	270
	270
	254
	254

	② 予備機を含む
整備上限台数
	310
	0
	-18
	-18

	③ 整備台数
（予備機除く）
	270
	0
	
	

	④ ③のうち基金
事業によるもの
	270
	0
	
	

	⑤ 累積更新率
	100
	0
	
	

	⑥ 予備機整備台数
	40
	0
	-2
	-2

	⑦ ⑥のうち基金
事業によるもの
	40
	0
	
	

	⑧ 予備機整備率
	14.8%
	0
	
	



（２）端末の整備・更新の考え方 ※使用期間が５年未満で更新する場合はその理由を記載する。 
　　

　　



（３）更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について
　　〇対象台数：　３８９ 台
〇処分方法：　教職員用予備機及び初期化後に町の業務で使用できるものがあれば譲渡
　　　　　　　残った端末については業者へ委託し再資源化する。
〇端末データ消去方法：　処分事業者選定予定
〇スケジュール：　１）処分事業者選定　　　　新規端末入替後（令和８年度以降）
２）新規購入端末の開始　　令和８年３月
３）使用済端末の事業者への引き渡し時期（令和８年度以降）
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